
 

【施-1】［施設の共同化（連絡管）］ 

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、渋川市、安中市、富岡市、吉岡町、群馬東

部水道企業団 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 群馬県 

(2）事業体名 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、渋川市、吉岡町、

群馬東部水道企業団（５市１町１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

連絡管 

(4）広域連携実現年月 昭和 58 年６月～平成 29年 11 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 ９ヶ月（平均） 

 

 

２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 災害や事故等による断水への備えとして、境界を接している他事業体と相互応援給水に関

する協定を締結のうえ、連絡管の設置及び共同による定期点検等を行う。 

・ 設置や維持管理に係る費用については双方による負担とし、応援に要した費用については、

応援を受けた事業体の負担とする。 

  〔整備スケジュール〕 

整備時期 整備区間 検討期間 

昭和 58 年６月 桐生市－群馬東部水道企業団間 ４ヶ月（昭和 58 年２月～６月） 

平成９年 11 月 前橋市－高崎市間 ４ヶ月（平成９年８月～11 月） 

平成 21 年 12 月 渋川市－吉岡町間 １年８ヶ月（平成 20 年４月～平成 21 年 12 月） 

平成 24 年２月 前橋市－伊勢崎市間 ７ヶ月（平成 23 年８月～平成 24 年２月） 

平成 29 年 11 月 桐生市－伊勢崎市間 １年（平成 28 年 11 月～平成 29 年 11月） 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画どおり 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）災害・事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）災害・事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 
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４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-2】［施設の共同化（管路）］ 

広島県企業局（用供）、愛媛県今治市 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 広島県・愛媛県 

(2）事業体名 広島県企業局（用供）、愛媛県今治市（１県１市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

管路 

(4）広域連携実現年月 平成 29 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 18 年５月～平成 29 年４月（10年 11 ヶ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 広島水道用水供給事業の用水供給区域 

（出典）広島県企業局ＨＰより 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 広島県から愛媛県への用水供給について、今治市からの要望を踏まえ、愛媛県から広島県

に要請があり、広島県においても、水需要の低下による給水能力の余剰があり、他の受水市

町への影響がないことから、今治市の島嶼部（関前地区の岡村島と小大下島）に広島県用水

を越境供給することとした。 

・ 施設整備においては、既存の送水管を活用するとともに、調整池等を新設することで安定

給水を確保した。広島県の既設送水管から分岐して、呉市豊町（大崎下島）に今治市との分

水点を設置し、呉市豊町（大崎下島）にポンプ場を設け、岡村島までは既設の農道橋に送水

管を添架し、岡村島内に減圧水槽・調整池・配水池を新設した。また、岡村島から小大下島

へは既設の海底送水管を活用した。 

・ 今治市は島嶼部（関前地区の岡村島と小大下島）の安定給水を確保し、広島県は水需要の

減少による給水能力の余剰の有効活用につながり、両者共にメリットのある取り組みとなっ

た。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

計画のとおり 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）余剰能力の活用（定性的効果） 

ｂ）安定給水の確保（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）余剰能力の活用（定性的効果） 

ｂ）安定給水の確保（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-3】［施設の共同化（浄水場）］ 

周南市、光市 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 山口県 

(2）事業体名 周南市、光市（２市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 平成 28 年７月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 24 年 12 月～平成 28年７月（３年７ヶ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 共同使用する浄水場の位置 

（出典）「周南市水道事業ビジョン」 2019 年３月 周南市上下水道局（一部加筆） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 周南市東部の熊毛地区で水道事業を行うにあたり、市内に新たに浄水場を建設するより、

隣接する光市の既存浄水場の浄水施設を利用し、新たに送水ポンプの建設を行い熊毛地区へ

送水する事により建設費を削減する事を目的とする。 

・ 課題：取水、浄水、送水業務に関して光市へ業務を委託する事に関し、委託料を両市の認

可水量で案分するのか、送水量の実績で委託料を支払うのかが課題となったが、当初は認可

水量で案分し、３年後に再度協議することとした。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

計画から変更なし 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設の共同化による建設費の削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 不明 

算定手法 新設浄水場を建設する場合と光市林浄水場を活用し送水施設

を建設した場合の建設費の比較を行った。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 18.3％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）既稼働施設を共同利用することによる施設維持管理及び運転の効率化（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

  本事業による広域連携に係る効果（実績）については、建設費に維持管理費等を含めて効果

を算定する予定。今後の維持管理費等に係るデータ（実績）がある程度集積できた時点で検証

する予定。 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-4】［施設の共同化（浄水場・配水池）］ 

青森県十和田市・秋田県小坂町 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 青森県、秋田県 

(2）事業体名 青森県十和田市、秋田県小坂町（１市１町） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場・配水池 

(4）広域連携実現年月 平成 28 年３月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 24 年７月～平成 28 年２月（３年８ヶ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 各簡易水道事業が在る自治体の位置関係 

（出典）地理院地図（国土電子 web）（一部加筆） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 十和田市の十和田湖畔地区簡易水道は、平成 22 年度に休屋、宇樽部、子ノ口の３地区を統

合整備し供用開始された簡易水道であるが、近年は観光客の減少やホテル、旅館等が減少し

たことにより給水量が低下しており、給水能力に対し一日平均 1,000m3 以上の余力が生じて

いた。 

・ 小坂町の休平地区簡易水道は、昭和 56 年に供用開始された簡易水道であるが、給水人口や

観光客の減少が続く一方、水道施設の老朽化が進行し更新の検討が必要となり、事業費の確

保が課題となっていた。 

・ 小坂町の施設更新費用の削減 

   小坂町休平地区の水道施設（水源、浄水場、配水池）は老朽化が進行し、更新の検討が必

要な時期である。一方、十和田市十和田湖畔地区簡易水道は近年整備された比較的新しい水

道施設であるが、施設利用率が低いため、給水能力に余力が生じている。十和田湖畔地区の

水道施設を共同利用して配水管を連絡管で接続し送水することにより、隣接する区域で同様

の施設を管理補修する重複投資を避け、小坂町は施設更新費用を削減できる。 

・ 十和田市の施設更新費用の削減 

   共同利用施設の更新時期については、十和田湖畔地区と休平地区の配水量の割合（直近３

ヶ年分）で更新費用を負担することとしているため、十和田市も費用削減できる見込みであ

る。 

・ 十和田市の負担金収入 

   連絡管には流量計が設置しており、十和田市は小坂町から送水量に応じて１m3 あたり 183

円及び消費税を負担してもらうこととしているため、毎年負担金の収入がある。（毎日水量を

検針し、１年分を一括で支払う） 

   当初は水道施設を共同利用するということで、十和田市では建設費用にかかる資本費につ

いても小坂町が負担する案もあったが、施設の資産問題や小坂町の負担が増加することから、

共同利用施設は十和田市で維持管理する（更新時は上記のとおり）こととし、水道水供給費

のみの負担とした。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画とおり実施。 
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３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設更新費用の削減（小坂町）（定性的効果） 

ｂ）施設余剰能力の有効活用による負担金収入の増（十和田市）（定性的効果） 

ｃ）施設更新時の費用負担の軽減（十和田市）（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）施設更新費用の削減（小坂町）（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 27 年４月～平成 28 年１月(10 ヶ月) 

算定手法 [単独経営]における浄水施設・配水施設の施設更新費用（概算）

と[広域連携後]における送受水施設（連結管）工事費の差額分

を削減効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 88.9％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）施設余剰能力の有効活用による負担金収入の増（十和田市）（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 28 年３月～平成 29 年２月(１年) 

算定手法 施設共同利用負担金としての収益を算定。 

効果算定 

対象費目 

その他(その他営業収益) 

評価結果 約 1,700 千円 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 

 

5 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献 ページ 

番号 

関連 

事例 

青森県十和田

市、秋田県小

坂町 

青森県十和田市と秋田県

小坂町における県境を越

えた簡水共同利用 

甲田 信二

(十和田市上

下水道部水

道課) 

水道 第 61 巻 第

4 号  

pp.12-17 施-4 
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【施-5】［施設の共同化（配水池）］ 

岐阜県(用供)、多治見市、可児市 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 岐阜県 

(2）事業体名 岐阜県（用供）、多治見市、可児市（１県２市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

調整池、配水池 

(4）広域連携実現年月 平成 25 年４月(供用開始) 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 17 年４月～平成 25 年３月（８年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 小名田調整・配水池の位置 

（出典）「新岐阜県営水道ビジョン」 平成 29 年３月 岐阜県都市建築部（一部加筆） 
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図２ 小名田調整・配水池の整備イメージ図 

（出典）岐阜県提供資料 

 

 

２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 可児市西部地域への住宅団地の一層の拡大に伴う水需要増で、県営可茂上水道用水供給事

業全体の供給不足が予測されることとなり、第３次拡張事業(平成６年 12月 27 日認可)とし

て調整池、浄水施設及び管路の増設事業に着手した。その後、山之上調整池、増設ろ過池、

可児第２低区給水地点、揚水ポンプ設備、自家発電設備などの供用を開始している 

・ 平成 15 年度に、県営東濃上水道用水供給事業と県営可茂上水道用水供給事業を統合した

ことにあわせ、東濃地域（多治見市）の水需要の増加に対して合理的に対応するため、可茂

地域と東濃地域を連絡管で結ぶ「東濃西部送水幹線」を事業に加え、事業を実施することと

なった。 

・ 東濃西部送水幹線事業は、川合浄水場（可児市）と肥田調整池（土岐市）の約 30km を送水

管で連結することにより、東濃地域（多治見市）の需要増にも対応でき、また、緊急時にお

いて東濃地域と可茂地域の広域的な相互融通を可能とするものである。 

・ また、用水供給事業において、緊急時水融通に支障のない標高を確保できること、可児市

西部地域及び多治見市東部地域の人口集中地域に近いこと等から新設調整池、新設配水池の

位置を決定した。 

・ 新設調整池、新設配水池の建設にあたり、県、多治見市及び可児市がそれぞれ単独で施工

する場合と、共同施工した場合の建設費用を比較検討した結果、共同施設を建設することと

なった。 

➢ 小名田調整・配水池の建設に関する協定 

小名田調整・配水池（仮称）の設計調査に関する協定書（平成 17 年３月 30 日) 

小名田調整・配水池の整備事業に関する協定書（平成 18 年３月 27 日） 

➢ 小名田調整・配水池の維持管理に関する協定 

小名田調整・配水池における維持管理経費に関する確認書（平成 25 年３月 29 日） 

 

 

 

（調整・配水池）

（配水池）（配水池）

（調整池）
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2.2 広域連携(実績)の内容 

事業計画に関し、変更はなし。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設の共同化による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 17 年４月～平成 25 年３月(８年) 

算定手法 県、多治見市及び可児市それぞれで単独施工した場合と、共同

施工した場合の建設費用を比較検討し、その差分を費用削減効

果として算定。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 11.2％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）災害・事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 

ｃ）施設整備水準の平準化（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）施設の共同化による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 17 年４月～平成 25 年３月(８年) 

算定手法 平成 17 年の基本設計時点における費用削減率を基に、広域連

携後の実績から単独施工時の費用を算出。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 11.2％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）災害・事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 

ｃ）施設整備水準の平準化（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-6】［施設の共同化（浄水場）］ 

津山市、岡山県広域水道企業団 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 岡山県 

(2）事業体名 津山市、岡山県広域水道企業団（１市１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 平成 23 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 21 年～平成 23年１月（２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 共同使用している浄水場の位置 

（出典）「水道ビジョン～津山の水道を未来まで～」 平成 30 年３月 津山市水道局（一部加筆） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 津山市水道局が有する小田中浄水場と草加部浄水場は、岡山県広域水道企業団津山第１浄

水場と津山第２浄水場の施設整備に合わせ、施設共同化を行っている。 

・ 平成７年の小田中浄水場および津山第１浄水場の共同施設供用開始を皮切りに、津山市が

その管理を受託することで、施設の運転管理を一元化し省力化を図っている。 

・ 平成 23 年度より、これら共同浄水場の運転管理を民間事業者に委託（法定外委託）するに

あたり、その委託業務の発注・監理を、運転管理を受託している津山市が行うことで管理の

一体化を継続する。 

・ 運転管理は津山市が受託し、その費用分担は施設能力比や利用割合等に基づき岡山県広域

水道企業団が津山市に支払うものとする。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

本業務の対象施設は、平成７年より共同施設として津山市が管理を受託し一元管理する浄水

場を、民間に運転管理委託するものであった。 

既に、一元管理を行っていた施設の民間委託化であり、委託業務の発注・監理についても、

津山市が継続して行うこととし、効率的な運営としている。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同浄水場運転管理委託業務の効率化（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）共同浄水場運転管理委託業務の効率化（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-7】［施設の共同化（連絡管）］ 

北九州市、古賀市、新宮町、宗像地区事務組合 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 北九州市、古賀市、新宮町、宗像地区事務組合（２市

１町１事務組合） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

連絡管 

(4）広域連携実現年月 平成 23 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 14 年 12 月～平成 23年４月（８年５ヶ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 用水供給事業施設系統図（宗像地区事務組合、古賀市、新宮町） 

（出典）北九州市上下水道局ＨＰほか 

 

２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 経緯 

  平成 14 年 12 月、福岡県知事と福岡・北九州両市長会談により、北九州市と福岡都市圏との

導水構想に関する検討を行うことで合意していたところ、平成 17 年３月に発生した「福岡県西

方沖地震」を受け、災害時におけるライフライン確保の一つとして、緊急時に北九州市と福岡

都市圏で相互に水を融通する緊急連絡管整備の早期事業化に向けて検討を進めることとなった。

緊急連絡管の全長が約 47km あるため、緊急時に直ちに飲用水として使用するには、維持用水と

して常時水道用水を流しておく必要がある一方、沿線３市１町（宗像市、福津市、古賀市、新

宮町）においては、水源水質の悪化などの課題を抱えており、水源転換等を検討していた。こ

のため、北九州市が、緊急連絡管の維持用水を活用して、水道用水供給事業を創設することと

なった。 

追加 
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・ 経過 

平成 14 年 12 月 

 

 

福岡県知事と福岡・北九州両市長によるトップ会談により、北九州市と

福岡都市圏との間で広域利水を図る導水構想に関する具体的な課題につ

いて、協議会を設立し、検討を行うことを合意。 

平成 15 年３月 

 

福岡県、北九州市及び福岡都市圏で「北部福岡広域水利用協議会」を設

立し、水に不安のない北部福岡地域づくりのための検討を開始。 

平成 17 年６月 

 

 

 

 

福岡県西方沖地震の発生（平成 17 年３月）を受けて、福岡県知事、福

岡・北九州両市長によるトップ会談を開催し、大規模な都市直下型地震な

どを想定した危機管理体制を改めて検討する必要があるとして、災害時に

おけるライフライン確保のために、緊急時用連絡管整備の早期事業化に向

けた検討を進めることを合意。 

平成 18 年 10 月 福岡県により「福岡地域広域的水道整備計画」が改定され、北九州市が

維持用水を活用して水道用水供給事業を創設することとなった。 

「北九州市水道用水供給事業」の事業認可。 

平成 19 年１月 施設整備に着手。 

平成 23 年４月 宗像市と新宮町に供給開始。 

平成 28 年４月 古賀市と福津市に供給開始。 

 

・ 概要 

  ➢ 事業内容 

ａ）緊急時に北九州市と福岡都市圏で１日最大５万㎥を相互融通する緊急連絡管事業と、

その維持用水を活用し沿線都市に１日最大２万㎥の水道用水を供給する水道用水供給

事業の共同事業。 

ｂ）維持用水は北九州市が供給し、沿線３市１町（宗像市、福津市、古賀市、新宮町）で

活用する。 

➢ 事業主体 

水道用水供給事業：北九州市、北部福岡緊急連絡管事業：福岡県 

➢ 主要施設 

ａ）北九州市の本城浄水場と福岡市の下原配水場（福岡市と福岡地区水道企業団の共同施

設）を総延長約 47ｋｍ、口径φ900～1,000mm の水道管で結び、中間地点に容量 4,000 ㎥

の垂見調整池を新設した。 

ｂ）構造的には平成７年１月に発生した阪神淡路大震災を想定したマグニチュード 7クラ

スの内陸直下型地震に耐えられる鋼管や S形ダクタイル鋳鉄管等の耐震管を採用してい

る。 

ｃ）本城浄水場については、ポンプ場、生物接触ろ過池、特高受配電設備及び排水処理施

設などを建設し、一部沈殿池や急速ろ過池などについては、既存の施設を改造し利用す

ることとした。 

➢ 水源 

企業誘致など北九州市の工業用水の将来需要を見極めたうえで、遠賀川河口堰の工業用

水道事業の水利権を水道用水供給事業に転用したものである。 

352



 

 

➢ 運用面 

ａ）平常時には、北九州市の本城浄水場で浄化したうえで、宗像地区事務組合に日量１万

３千㎥、古賀市に３千㎥、新宮町に４千㎥の計１日最大２万㎥を水道用水供給事業とし

て供給するものである。 

ｂ）緊急時については、ポンプの台数制御などにより１日最大５万㎥までの範囲で必要水

量を本城浄水場と下原配水場間で相互融通可能な施設としている。なお、緊急時の運用

にあたっては、福岡県、北九州市及び福岡都市圏で構成する「北部福岡緊急連絡管調整

会議」において、応援水量や期間など対応を決定することにしている。 

ｃ）緊急時の定義：自然災害、水道施設事故又はテロにより水道施設が被害を受け、独自

には安定給水の確保が困難であるとき。 

➢ 総事業費 

水道用水供給事業：北九州市 79 億円、国庫補助 35 億円 

北部福岡緊急連絡管事業：福岡県 70 億円、国庫補助 33 億円 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

計画どおり平成 23 年４月から水道用水供給を開始し、当初計画から変更無し。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）不安定水源の転換【受水団体】（指標による評価） 

 （宗像地区事務組合） 

項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 北九州市からの用水供給計画受水量（㎥/日）を宗像地区事務

組合の計画水量（㎥/日）で除して算出 

評価結果 25.4% 

 

 （古賀市） 

項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 北九州市からの用水供給計画受水量（㎥/日）を古賀市の計画

水量（㎥/日）で除して算出 

評価結果 18.1% 
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 （新宮町） 

項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 北九州市からの用水供給計画受水量（㎥/日）を新宮町の計画

水量（㎥/日）で除して算出 

評価結果 33.1% 

 

ｂ）本城浄水場の施設稼働率の向上（用水供給分）【北九州市】（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 施設稼働率（用水供給分のみ） 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 緊急連絡管の維持用水を活用した用水供給の１日平均給水量

（㎥/日）を本城浄水場の施設能力（141,000 ㎥/日）で除して

算出 

評価結果 14.2% 

 

ｃ）三次工水施設の一部の水道用水供給事業への売却益【北九州市】（定量的効果） 

項 目 内   容 

評価項目 売却益 

評価期間 平成 20 年４月～平成 22 年３月（２年） 

評価手法 施設売却収入の積算 

評価結果 約 2,500 百万円 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）不安定水源の転換【受水団体】（指標による評価） 

 （宗像地区事務組合） 

項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 緊急連絡管の維持用水を活用した用水供給の１日平均給水量

（㎥/日）を宗像地区事務組合の計画水量（㎥/日）で除して算

出 

評価結果 25.2% 
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 （古賀市） 

項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 緊急連絡管の維持用水を活用した用水供給の１日平均給水量

（㎥/日）を古賀市の計画水量（㎥/日）で除して算出 

評価結果 9.8% 

 

 （新宮町） 

項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 緊急連絡管の維持用水を活用した用水供給の１日平均給水量

（㎥/日）を新宮町の計画水量（㎥/日）で除して算出 

評価結果 17.3% 

 

ｂ）本城浄水場の施設稼働率の向上（用水供給分）【北九州市】（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 施設稼働率（用水供給分のみ） 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 緊急連絡管の維持用水を活用した用水供給の一日平均給水量

（㎥/日）を本城浄水場の施設能力（141,000 ㎥/日）で除して

算出 

評価結果 11.8% 

 

ｃ）三次工水施設の一部の水道用水供給事業への売却益【北九州市】（定量的効果） 

項 目 内   容 

評価項目 売却益 

評価期間 平成 20 年４月～平成 22 年３月（２年） 

評価手法 施設売却収入の積算 

評価結果 約 2,500 百万円 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-8】［施設の共同化（取水施設～配水池）］ 

岩手県洋野町、八戸圏域水道企業団 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 青森県、岩手県 

(2）事業体名 岩手県洋野町(旧種市町)、八戸圏域水道企業団 

（１町１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

取水施設～配水池 

(4）広域連携実現年月 平成 22 年３月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 62 年 10 月～平成 22年３月（22年６ヶ月） 

 

 

２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 八戸圏域水道企業団（以下「企業団」という。）と種市町は、水道用水源の開発のため、青

森県とともに東北農政局が実施する２級河川新井田川水系世増ダムに共同事業者として参

画することとしていた。 

・ 企業団と種市町は、水需要の増加を見込んでおり、種市町では水源水量の低下による給水

制限や断水の解消が課題となっているなか、これらの課題に対応するため双方ともに施設を

整備する計画であったが、種市町側では、施設を町単独で整備するよりも企業団から受水し

た方が費用的に有利であると試算した。 

・ 試算結果から、種市町は岩手県生活衛生薬務課に相談し、その後、青森県環境衛生課及び

企業団と協議を進めていった。（昭和 62 年 10 月４者での第１回打合せ） 

・ 協議の中で、受水ではなく共同施設として事業を進めることとなり、企業団と種市町の共

同施設に関する覚書が締結され、共同施設の範囲や費用負担等について定められた。（昭和 63

年 12 月 27 日締結） 

・ 世増ダムを水源とする取水・導水・浄水・送水・配水施設の中で、企業団と種市町が共同

で利用する施設について、共同建設事業として実施することとし、水道施設の共同建設事業

実施に関する協定書を締結した。（平成２年３月 29 日締結） 

［協定の内容］ 

➢ 工事範囲：取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設 

（主な共同施設） 

取水導水施設：是川ポンプ場及び導水管 

浄水施設：白山浄水場新井田川系 

送水施設：送水管、配水施設：白山配水池（３,４,５号）及び南高台配水池（２号）） 

➢ 工期：平成９年度を目途 

➢ 概算事業費：15,425,907 千円（うち種市町は 781,690 千円） 
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➢ 負担割合：各施設に係る水量を基に算出 

取水・導水施設 企業団 95.5%、種市町 4.5% 

浄水・送水施設 企業団 94.1% 種市町 5.9% 

配水施設    企業団 99.0%、種市町 1.0% 

➢ 工事は企業団が実施 

➢ 完成した施設は企業団と種市町の共有財産とし、負担率に応じた持分とする 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 平成 22 年度で共同建設が完了し、共同施設を運用している。 

・ 当初の協定書からの変更点は以下のとおり。 

[変更協定（１回目）] 平成９年３月 26 日 

➢ 工 期 平成９年度→平成 16 年度（世増ダム完成の遅れに伴うもの） 

➢ 事業費 15,425,907 千円→16,708,595 千円（物価上昇に伴うもの） 

➢ 配水施設容量 企業団 36,000 ㎥→35,000 ㎥ 種市 366 ㎥→353 ㎥ 

[変更協定（２回目）] 平成 14 年２月 12 日 

➢ 工 期 平成 16 年度→平成 22 年度（財政的理由及び世増ダム完成後の水質経過観察

に伴うもの） 

➢ 事業費 16,708,595 千円→28,683,270 千円（物価上昇及び浄水方法の変更（濃縮槽、

機械脱水設備）に伴うもの） 

[変更協定（最終）] 平成 23 年３月 31 日 

➢ 事業費 28,683,270 千円→18,105,267,617 円（確定金額） 

➢ その他の変更（種市町→洋野町 等） 

・ 共同施設の運用が当初予定より大幅に遅れたため、平成 11 年度から洋野町への分水を開

始し、共同施設整備完了まで継続した。分水は、企業団の白山浄水場馬淵川系から行った。 

・ 平成 22 年度から「八戸圏域水道企業団と洋野町の新規施設の維持・管理に関する協定書

（平成 22 年３月 24 日締結）」により、企業団が施設の維持管理を行い、毎年度かかった費用

を洋野町に負担金として請求している。 

・ また、施設の新設や更新等が新たに発生した場合、企業団と洋野町で協議し、協定書に基

づく負担割合により共同施設として建設している。 

 
  

357



 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業費の削減（洋野町）（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成２年～平成 13年(12年) 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

※この試算は企業団との協議以前に洋野町が算出したもので

あり、単独整備と受水で比較したものである。協議開始以後、

改めて費用削減効果に関する試算を行った資料は残っていな

い。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、その他(負担金、用地費、事務費等) 

評価結果 31.1％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）事業費の削減（洋野町）（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成２年～平成 22年 (21 年) 

算定手法 ①広域連携後は実績、②単独経営は必要経費の積算値 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、その他(負担金、用地費及び補償費、調査費、工

事雑費、事務費) 

評価結果 62.7％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-9】［施設の共同化（浄水場）］ 

福岡県大牟田市、熊本県荒尾市 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 福岡県、熊本県 

(2）事業体名 福岡県大牟田市、熊本県荒尾市（２市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 平成 21 年６月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 18 年９月～平成 21 年６月（２年９ヶ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ありあけ浄水場の位置 

（出典）「荒尾市水道ビジョン」 平成 30（2018）年 荒尾市企業局 

 
 
２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 背景 

   福岡県大牟田市・熊本県荒尾市における県境を越えた浄水場共同化の背景には、両市の懸

案課題でもあった炭鉱専用水道を市水道に切り替える水道一元化という共通課題があった。

両市は石炭産業の発展と共に栄えた町であったが、鉱山の専用水道が市水道に先駆け創設さ

れ普及し、市域に二つの水道があることで行政運営上様々な不均衡を生じてきた。その一元

化の推進のためには、給水戸数の増加による新規水源の確保が必要であったが、熊本県有明

工業用水道事業が有する水利権の一部を転用することで新規水源の確保を行った。またその
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浄水処理施設として、共同浄水場である「ありあけ浄水場」の建設と運営に至った。 

・ 事業方式 

   ありあけ浄水場はＤＢＯ方式で、設計から運営までを一括で民間企業に発注を行っている。

15 年の長期にわたる浄水場の運営管理は、水道法第三者委託により運営することとした。こ

のＤＢＯ方式を採用した理由は、両市とも浄水場を有しておらずノウハウがないためであり、

ＰＰＰ導入の可能性について調査を行い、総合的に判断し実施に至った。 

・ 事業期間 

     設計・建設 平成 21 年６月 から 平成 24 年３月 

    維持管理  平成 24 年４月 から 平成 39 年３月 

・ 費用負担 

     設計、建設等の共同事業分は、基本的に計画最大浄水量のアロケによる負担とすることと

し、維持管理についても基本的に計画最大浄水量のアロケによる負担としている。 

・ 管理体制 

  浄水場の運営は民間企業により行われており、官側は両市によるモニタリングを実施し 

ている。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初の計画どおり、建設及び運用を行っている。 

 
 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設共同化による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 21 年６月～平成 24 年３月（２年８ヶ月） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

導水、浄水、送水施設、用地費を事業費として、単独と共同で

の比較を行った。 

効果算定 

対象費目 
建設改良費 

評価結果 約 16％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）既存導水施設の有効活用（定性的効果） 

ｃ）職員の育成強化（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

現時点において広域連携による効果は検討されていない。 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-10】［施設の共同化（配水池）］ 

久留米市企業局、大木町 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 久留米市企業局、大木町（１市１町） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

配水池 

(4）広域連携実現年月 平成 20 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 17 年～平成 20年（４年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 西部配水場の位置 

（出典）久留米市ＨＰ（一部加筆） 

 

 

２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 平成 17 年２月の広域合併に伴い、城島地区（江上配水場）、三潴地区（田川配水場）の老

朽化した配水場の更新や給水量の増加による施設能力不足解消のため、西部配水場整備事業

に着手した。 

・ また、久留米市と同様に配水場が老朽化し、供給能力が不足していた大木町の共同参画に

より建設、維持管理のコスト縮減や水の一体的運用（相互融通）を図るため、西部配水場（共

364



 

同配水場）を建設した。 

[管理等] 

➢ 西部配水場（共同配水場）については、久留米市と大木町での共同所有となり、維持管

理費については、久留米市が共同施設として一体的に行っている。 

➢ 共同配水本管（城島・大木配水本管）については、久留米市と大木町での共同所有とな

り、維持管理については、久留米市が共同施設として一体的に行うものとした。共同配水

本管に係る修繕等の変動経費は、久留米市及び大木町の計画一日最大施設能力の割合を乗

じて得た額。 

➢ 大木町系配水本管の所有及び維持管理については、大木町。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

概ね当初計画とおり 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）建設事業費の削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 １年 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

共同で建設した場合及び単独で建設した場合におけるシミュ

レーションを行い、その差分を経済効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 17.5％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）維持管理費の削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 １年 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

共同で建設した場合及び単独で建設した場合におけるシミュ

レーションを行い、その差分を経済効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費 

評価結果 25.3％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｃ）災害・事故等の緊急時対応力強化並びに受水運用の効率化（定性的効果） 
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3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

効果の検討については、その実施意義を含めて、内部で研究をしている段階。 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-11】［施設の共同化（管路）］ 

福岡市、福岡地区水道企業団 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 福岡市、福岡地区水道企業団（１市１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

管路 

(4）広域連携実現年月 平成 19 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 福岡市と福岡地区水道企業団の送水管の共同利用の位置 

（出典）「福岡地区水道企業団 管路整備計画」平成 26 年２月（一部加筆） 

 
 
２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 福岡市においては、市勢の発展に伴い需要が増大しつつある西部地区への配水幹線の整備   

の必要があった。 

・ 福岡地区水道企業団においては、糸島地区への送水を福岡市による振替送水を行っており、

水源開発の完了に伴う送水量の増量に対処するため、独自の送水管の整備の必要があった。 

・ 双方において、夫婦石浄水場から飯氏の間の布設予定箇所が同一であったため、経済性の

観点から共同施工とした。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

維持管理は、福岡市において実施し福岡地区水道企業団は費用負担している。 

福岡市との共同管 
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３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）スケールメリットによる効率化、費用削減（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）スケールメリットによる効率化、費用削減（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-12】［施設の共同化（連絡管）］ 

東京都、川崎市 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 東京都、神奈川県 

(2）事業体名 東京都、川崎市（１都１市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

連絡管 

(4）広域連携実現年月 平成 19 年２月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 17 年２月～平成 19 年２月（２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 連絡管の位置 

（出典）「事業概要 令和元年版 東京都水道局」（一部抜粋） 

 

 

 

連絡管の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「事業概要 令和元年版 東京都水道局」（一部抜粋） 

名   称 登戸連絡管 町田連絡管 

口径・延長 φ800×35ｍ φ400×54ｍ 

接 続 施 設  
東京 φ1600 

川崎 φ1200 

東京 φ500 

川崎 φ400 

融 通 水 量  日量 10 万 m3 日量 1.5 万 m3 

完  成 Ｈ19.2 Ｈ19.2 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 大地震や大規模な水質事故等の非常時における、給水安定性の向上を図るために、東京都

と川崎市が水を相互に融通するための連絡管を整備 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 年１回以上の運用訓練を共同で実施 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

一方の浄水場等が機能停止した場合には、連絡管を通じて、他方から停止した浄水場等の配

水区域に水を供給できる。（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

一方の浄水場等が機能停止した場合には、連絡管を通じて、他方から停止した浄水場等の配

水区域に水を供給できる。ただし、これまでに稼働実績なし。（定性的効果） 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-13】［施設の共同化（連絡管）］ 

東京都、埼玉県 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 東京都、埼玉県 

(2）事業体名 東京都、埼玉県（１都１県） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

連絡管 

(4）広域連携実現年月 平成 17 年９月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 15 年 10 月～平成 17年９月（１年 11 ヶ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 連絡管の位置 

（出典）「事業概要 令和元年版 東京都水道局」（一部抜粋） 

 

 

 

 

連絡管の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「事業概要 令和元年版 東京都水道局」（一部抜粋） 

名   称 朝霞連絡管 

口径・延長 φ800×44ｍ 

接 続 施 設  
東京 φ2200 

埼玉 φ1200 

融 通 水 量  日量 10 万 m3  

完  成 Ｈ17.9 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 大地震や大規模な水質事故等の非常時における、給水安定性の向上を図るために、東京都

と埼玉県が水を相互に融通するための連絡管を整備 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 年１回以上の運用訓練を共同で実施（なお、融通の実績はない。） 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

一方の浄水場が機能停止した場合には、連絡管を通じて、他方から停止した浄水場の配水区

域に水を供給できる。（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

当初計画通り 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-14】［施設の共同化（配水池）］ 

古賀市、新宮町 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 古賀市、新宮町（１市１町） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

配水池 

(4）広域連携実現年月 平成 17 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成９年～平成 17年（８年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 立花第二配水池の位置 

（出典）「新宮町水道施設位置図（水質検査計画書）」（一部加筆） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 共同配水池（古賀市・新宮町）建設の経緯 

平成９年頃 

 

 

 

 

・福岡地区水道企業団の新たな水源開発に伴い、供給用水の受水地点

を増設する必要が生じた為、古賀市、新宮町で共同配水池による受水

の検討を開始。 

  古賀市：第９期拡張事業で、2,300 ㎥の配水池容量不足が問題。 

 新宮町：第５期拡張事業で、1,900 ㎥の配水池容量不足が問題。 

平成 11 年 ・古賀市、新宮町の管理者レベル協議開始 

・基本的な計画について確認 

・合意に至った理由として、建設費及び維持管理費が有利であること

又、水の融通性を図ることができ緊急時の応援給水も可能となりお互

いに安全で安定した水道事業につながることが確認された。 

・「新宮町立立花第二配水池」の建設に関する費用 849,500,000 円 

 古賀市 60.9%（495,305,700 円) 

 新宮町 39.1%（354,194,300 円） 

・共同施設の管理については、水道法第 24条の 3及び第 31 条の規定

により新宮町が共同施設を管理。 

平成 12 年 ・建設協定書、覚書の取り交わし 

平成 17 年 ・３月議会議決 

・４月供用開始 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

  計画内容の変更なし。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同で配水池を建設することにより建設費を削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 不明 

算定手法 【過去の実績値を用いたシミュレーション】 

単独経営と広域連携における建設費用について、各々実績値を

もとに算出し、その差分を効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 23.1％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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ｂ）共同配水池の築造により配水系列が２系列となり、水の融通性が出てくる為、安定供給・緊

急時の対応等が可能となる。（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

 本内容の効果の有無については、今後検討予定 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-15】［施設の共同化（浄水場）］ 

福岡市、福岡地区水道企業団 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 福岡市、福岡地区水道企業団（１市１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 平成７年９月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 多々良浄水場の位置 

（出典）「福岡地区水道企業団水道ビジョン 2018」 平成 31(2019)年１月 福岡地区水道企業団（一部加筆） 

 

 

２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

共同で多々良浄水場を整備 

・ 昭和 56 年３月に福岡県が策定した福岡地域広域的水道整備計画に基づき、多々良川総合

開発の一環として、福岡県が多々良川水系鳴渕川に多目的ダムを建設し、企業団は鳴淵ダム

の共同事業者として参画した。 
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・ 浄水場については、当時、福岡市においても多々良川水系において浄水場の整備計画があ

ったため、国・県の指導及び経済性を考慮して福岡市水道局と当企業団が共同で施工し、完

了後の施設の維持管理については協定書に基づき福岡市水道局が行っている。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

多々良川の水質悪化に対処するため、オゾン処理方式による高度浄水処理を行い、水道水の

水質確保に努めている。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）スケールメリットによる効率化、費用削減（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）高度浄水処理の導入など、スケールメリットを生かし経費を低く抑え、質が高い浄水が可能

となる。（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-16】［施設の共同化（取水施設）］ 

茨城県企業局（県中央広域水道）、ひたちなか市 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 茨城県 

(2）事業体名 茨城県企業局（県中央広域水道）、ひたちなか市 

（１県１市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

取水施設 

(4）広域連携実現年月 平成４年２月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 共同取水場の位置 

（出典）「ひたちなか市水道事業第３期基本計画概要版 ひたちなか市水道事業所」（一部加筆） 

 

 

２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 昭和 50～60 年代、勝田市（現・ひたちなか市）の水道は，那珂川の表流水を水源としてお

り、水戸市青柳の取水口から取水を行っていた。しかし、渇水時等には海水の遡上により表
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流水の塩分濃度が上昇し、取水が制限されることがたびたび起きていたため、取水口を上流

に移設する必要に迫られていた。 

・ 昭和 60 年３月に茨城県中央広域水道用水供給事業が創設され、勝田市水道事業との共同

工事により水戸市下国井に水戸取水場が建設されることになった。 

・ 勝田市が茨城県の広域水道整備計画に同意したのは県内市町村の中で最後であり、茨城県

中央広域水道用水供給事業創設の直後に共同建設が決定していることから，広域水道の計画

期間中から，取水場の共同建設について両者間での協議が行われていたものと推察されるが、

詳しい経緯については不明である。 

・  建設費用の負担割合については両者間の協定で定められている。運転，維持管理等に係る

費用についても同様だが、機械設備（取水ポンプ）は県と市それぞれの専用施設であり、運

転操作は各々の職員が行っている。 

・ 水戸取水場は平成４年に完成し、勝田市水道事業による取水が開始された。茨城県中央広

域水道用水供給事業による取水は、平成７年に茨城県中央水道事務所（水戸浄水場）の完成

に伴って開始された。 

・ 取水場建設にあたり、勝田市が茨城県中央広域水道用水供給事業との共同工事とした主な

目的は費用の削減のためであるが、計画上どの程度の削減を見込んでいたか、また、実際の

効果がどれほどのものであったかに関しては、ひたちなか市水道事業設立以前の事業であり，

当時から約 30 年が経過しているため、記録を発見することができなかった。 

・ また，平成 17 年以降は、ひたちなか市水道事業分の取水も茨城県中央広域水道用水供給事

業の専用施設である取水ポンプを使用して行う「合同取水」を行っている。これは，茨城県

中央広域水道用水供給事業の取水ポンプに大きな余力があるため、それを活用する趣旨で行

われているものである。ひたちなか市水道事業の取水場施設管理等負担金額を合同取水の開

始前後３か年の平均で比較すると、年間約 420 万円程度の減少がみられる。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

計画内容の変更なし 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）建設費用の削減（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）建設費用の削減（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-17】［施設の共同化（浄水場）］ 

旭川市、鷹栖町 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 北海道 

(2）事業体名 旭川市、鷹栖町（１市１町） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 昭和 63 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 53 年 10 月～昭和 63年４月（９年６ヶ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 共同浄水場の位置 

（出典）旭川市水道・下水道ビジョン 平成 28 年２月 （一部加筆） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 鷹栖町は，旭川市の石狩川浄水場内に共同で浄水場を建設することを計画。 

・ 共同で設置した水道施設の運営管理及び水道水の処理を旭川市に委託し，その費用分担に

ついて協定を結ぶ。 

・ 共同施設の建設は旭川市が行い，その費用分担について協定を結ぶ。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 浄水施設は鷹栖町 3,333m3/日のうち，1,667m3/日を共同建設。残りの施設は水需要が想定

よりも伸びていないことから建設に至っていない。 

・ 配水池は鷹栖町 1,833.44m3のうち 1,100m3を共同建設。残りは建設に至っていない。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設建設費用の削減（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）技術の維持向上が期待できるとともに，施設の維持管理が高い水準で実施される。（定性的効

果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 

 

  

381



 

【施-18】［施設の共同化（浄水場）］ 

唐津市、多久市 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 佐賀県 

(2）事業体名 唐津市、多久市（２市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 昭和 62 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 59 年 12 月～昭和 62年３月（２年４ヶ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 共同浄水場の位置 

（出典）「唐津市水道事業ビジョン 平成 29年８月 唐津市水道局」（一部加筆） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

小規模の浄水場だけを抱えて水道の拡張事業を計画していた厳木町（現在、唐津市と合併）と、

炭坑の坑内水の影響で地下水が利用出来ず水源に困窮する多久市が、それぞれ厳木ダムに水源を

求め、経費節減のために、両市町で浄水場を共同で建設することとなった。 

・ 水利権 

   唐津市（旧厳木町）4,000 ㎥／日、多久市 5,000 ㎥／日 

・ 建設工事 

   昭和 60 年度から昭和 61 年度までの２年間実施し、建設費用については、それぞれの水利

権割合（唐津市（旧厳木町）44.44％、多久市 55.56％）により負担 

・ 管理方法 

   多久市から委託を受けて唐津市が管理を実施 

・ 管理費の費用負担割合 

   経費区分に応じて、固定比率及び変動比率により費用負担 

  ➢ 固定費…人件費、施設の維持管理費及び基本動力費等  

   唐津市 44.44％、多久市 55.56％ 

  ➢ 変動費･･･電力量料金及び薬品費 

   当年度の送水量実績により按分 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 基本的に当初計画のとおりに施設整備を行い、その後の運営管理についても大きな支障も

なく現在に至っている。 

・ 建設から 30 年以上が経過しているため、改修計画を策定し設備更新等を行っている。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同建設による経費節減（定性的効果） 

ｂ）共同管理による経費節減（定性的効果） 

ｃ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（定性的効果） 

ｄ）災害、事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）共同建設による経費節減（定性的効果） 

ｂ）共同管理による経費節減（定性的効果） 

ｃ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（定性的効果） 

ｄ）災害、事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし  
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【施-19】［施設の共同化（配水池）］ 

福岡市、福岡地区水道企業団 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 福岡市、福岡地区水道企業団（１市１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

配水池 

(4）広域連携実現年月 昭和 58 年 11 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 下原配水場の位置 

（出典）「福岡地区水道企業団水道ビジョン 2018」平成 31(2019)年１月 福岡地区水道企業団（一部加筆） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

共同で下原配水場を整備 

・ 福岡地区水道企業団は用水供給事業者として、筑後川総合開発事業にて開発される水量を

福岡都市圏事業体に供給することとなった。これに伴い福岡市は福岡地区水道企業団からの

受水施設として、福岡地区水道企業団は福岡都市圏東部地区事業体への送水施設として、下

原配水場を共同施設として整備した。   

・ 配水場の施設整備は，共同で行うことでスケールメリットによる建設コスト縮減を図った。 

・ また，施設の維持管理について、協定書に基づき福岡市が一括で管理することにより，維

持管理費のコスト縮減等を図っており，福岡市，福岡地区水道企業団が応分の費用を負担し

ている。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

共同の施設整備及び管理の一体化によりコスト縮減を図った。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）スケールメリットによる効率化，費用削減（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）スケールメリットによる効率化，費用削減（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-20】［施設の共同化（配水池）］ 

千葉県企業局、北千葉広域水道企業団 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 千葉県 

(2）事業体名 千葉県企業局、北千葉広域水道企業団（１県１企業

団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

配水池 

(4）広域連携実現年月 昭和 56 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 48 年４月～昭和 56 年４月（８年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 共同施設の位置 

（出典）「北千葉広域水道企業団ＨＰ」（一部加筆） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 北千葉広域水道企業団の構成団体である八千代市及び習志野市への送水は、千葉県企業局

沼南給水場から送水管を経由し千葉県企業局の北船橋給水場を経て送水されている。 

・ 当初、千葉県企業局沼南給水場から八千代市及び習志野市線を単独で布設する予定であっ

たが、千葉県企業局の路線と重なるため、一部区間において経済性を考慮し共有施設とした。 

・ なお、共有施設の開始時期は昭和 56 年４月となっており、千葉県企業局と北千葉広域水道

企業団の間で定めた「共有施設の維持管理に関する協定書」に基づき、維持管理費等に係る

費用負担割合によって運営しており、北千葉広域水道企業団からの第三者委託を受けて、千

葉県企業局が管理している。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

計画のとおり実施。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）建設費の削減（定性的効果） 

ｂ）維持管理費の削減（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）建設費の削減（定性的効果） 

ｂ）維持管理費の削減（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-21】［施設の共同化（浄水場）］ 

福岡市、糸島市 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 福岡市、糸島市（２市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 昭和 52 年７月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 瑞梅寺浄水場の位置 

（出典）「福岡市水道長期ビジョン 2028」 平成 29(2017)年２月 福岡市水道局（一部加筆） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

共同で瑞梅寺浄水場を整備 

・ 福岡県は、昭和 43 年度から瑞梅寺川上流地区において治水ダムの予備調査を開始してい

たが福岡市及び旧前原町（当時，現在：糸島市）の水事情を考慮し都市用水を含む多目的ダ

ムへ計画変更し、昭和 45年４月に福岡市，旧前原町に対し，ダム事業参画の勧奨を行った。

これを受け、福岡市，旧前原町は瑞梅寺ダムの共同事業者として参画した。 

・ 量水池～浄水場については，共同で施設整備を行うことでスケールメリットによる建設コ

スト縮減を図った。 

・ また，施設の維持管理について、協定書に基づき福岡市が一括で管理することにより，維

持管理費のコスト縮減等を図っており，福岡市，糸島市が応分の費用を負担している。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

共同の施設整備及び管理の一体化によりコスト縮減を図った。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）スケールメリットによる効率化，費用削減（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）スケールメリットによる効率化，費用削減（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-22】［施設の共同化（浄水場）］ 

栃木県野木町、茨城県古河市 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 栃木県、茨城県 

(2）事業体名 栃木県野木町、茨城県古河市（１市１町） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 昭和 51 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 

施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「平成 31 年度古河市水道事業水質検査計画」（一部加筆） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 昭和 37 年に茨城県古河市内にて一部給水を開始した古河市水道事業が、事業の拡大に伴

い、昭和 49 年に栃木県野木町内に思川浄水場を設置。同年古河市が同市内及び野木町の一部

を給水区域として、新たに参加した茨城県総和町とともに給水を開始。 

・ その後、昭和 49 年に野木町が事業認可を受け、昭和 51 年から３市町の共有施設として給

水を開始した。 

・ 平成 17 年に古河市及び総和町が合併し、現在は、古河市及び野木町の共有施設となってい

る。 

・ 現在の管理体制は、民間への一括管理を実施している。 

・ 費用負担については、施設の計画水量割合にて負担し、維持管理負担については、実配水

量の割合にて負担している。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

計画どおり実施 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）職員体制の確保（定性的効果） 

ｂ）効率的な施設の活用による料金の安定化（定性的効果） 

ｃ）施設の効率的運用（定性的効果） 

ｄ）緊急対応力の強化（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）職員体制の確保（定性的効果） 

ｂ）効率的な施設の活用による料金の安定化（定性的効果） 

ｃ）施設の効率的運用（定性的効果） 

ｄ）緊急対応力の強化（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-23】［施設の共同化（浄水場・配水池）］ 

広島県企業局、呉市 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 広島県 

(2）事業体名 広島県企業局、呉市（１県１市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場・配水池 

(4）広域連携実現年月 昭和 49 年７月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 40 年４月～昭和 49 年７月（９年４ヶ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 共同施設の位置 

（出典）「呉市上下水道ビジョン 2014 － 2023」 平成 26年１月 呉市上下水道局（一部加筆） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 昭和 40 年代初頭の時代背景 

➢ 呉市 

終戦後、平和産業港湾都市として市勢が発展したため、水道事業の拡張が急務であり、

第５期拡張事業を計画 

➢ 広島県 

慢性的な水不足であった安芸灘島しょ部へ給水するため、安芸灘地域水道用水供給事業

（現在の広島水道用水供給事業）の建設を計画 

・ 事業概要 

   呉市と広島県は、呉市と安芸灘島しょ部が隣接している等地理的条件もあり、共同施行が

合理的かつ経済的であることから共同で事業実施することとした。 

［主な施設（当初）］ 

➢ 浄水施設 

     呉市の宮原浄水場内に共同の施設を建設 

     施設能力：37,000 ㎥／日 

     （呉分：23,500 ㎥／日，県分：13,500 ㎥／日） 

➢ 配水（送水）施設 

     休山隧道配水池：容量：20,000 ㎥ 

     配水（送水）管：呉：当該配水管から呉市東部地域に給水 

             県：休山隧道配水池から呉市戸田まで送水 

     ※ 呉市戸田から安芸灘島しょ部内の送水管は県単独施設のため県が建設 

・ 管理体制 

   これらの施設は、地方自治法第 252 条の 14 の規定により呉市が広島県から事務委任を受

け、維持管理・運転管理している。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

  計画通り実施 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）建設投資の削減（定性的効果） 

ｂ）維持管理費等の削減（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

本施設の共同化は，昭和 47 年度に完了し供用を開始した。 

次の２項目について効果があると考えるが，50 年程度経過し当時の資料が存在しておらず，

具体的な効果を記載できない。 

ａ）建設投資の削減（定性的効果） 

ｂ）維持管理費等の削減（定性的効果） 
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４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-24】［施設の共同化（取水施設）］ 

広島県企業局、広島市 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 広島県 

(2）事業体名 広島県企業局、広島市（１県１市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

取水施設 

(4）広域連携実現年月 昭和 47 年６月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 高陽取水場の位置 

（出典）「広島市の水道」 令和元年（2019 年）5月発行 

広島市水道局（一部加筆・修正） 
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２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 高陽取水場は、昭和 40 年代に将来の水需要の増大に対応するため、高瀬堰の上流約 300ｍ

の太田川左岸、高陽町の土地区画整理区域を選定し、建設計画を進めていた。 

・ これと並行して、広島県においてもこの土地区画整理区域に水道用水供給事業及び工業用

水道事業の取水場施設計画を進めていたことから、両者協議のうえ、昭和 47 年６月 23 日付

で「高陽取水場の建設に関する協定書」を締結し、共同施設として昭和 47年 11 月に着工し、

広島県は昭和 54 年７月に、広島市は昭和 55 年７月に取水を開始した。 

・ 建設に際しては、用地買収費や工事費など取水場の建設に関する事業費はすべて両者の折

半負担とし、設計及び施行に関する業務については広島市がこれを受託することとした。 

・ 管理運営についても広島市が受託することとなり、昭和 54 年４月１日付で「高陽取水場の

管理事務の事務委託に関する協定書」を締結し、その運営経費については、広島県と広島市

の折半としている。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

県・市協議による協定に基づき、広島市が建設及び管理運営を実施。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同建設による合理的・経済的効果（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）共同建設による合理的・経済的効果（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【施-25】［施設の共同化（取水施設・浄水場）］ 

中札内村、更別村 

 

１ 基本情報 

(1）都道府県 北海道 

(2）事業体名 中札内村、更別村（２村） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

取水施設・浄水場 

(3）広域連携実現年月 昭和 47 年３月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 

 

２ 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 両村共にポンプ等により地下水を利用していたが、地下水位低下、市街地における水質汚

染により飲用不適なものが増加した。 

・ 恒久的な安定給水のため、取水施設、荒ろ過施設、導水管、ろ過施設（南札内浄水場）を

水量比により北海道が事業主体となり建設を行った。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

計画内容の変更なし。 

 

 

３ 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）水資源等の経営資源の共有化（定性的効果） 

ｂ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（定性的効果） 

ｃ）事業統合による費用削減（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）水資源等の経営資源の共有化（定性的効果） 

ｂ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（定性的効果） 

ｃ）事業統合による費用削減（定性的効果） 

 

 

４ その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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